
本書面は、電気事業法第 2 条の 13 の規定に従い、株式会社 U－POWER（以下「当社」といい
ます）とお客様との間で電気需給契約を締結するにあたり重要な事項その他契約にあたって特にご
確認いただきたい事項を説明する書面となります。なお、本書面は電気需給契約の内容の全てを記
載しているものではありませんので、電気需給契約の詳細については「U-POWER 電気需給約款」
（以下「本約款」といいます）の内容をかならずご確認ください。 
 
1. 電気の供給について 
（1） 電気需給契約により提供するサービス（以下「本サービス」といいます）の名称及び本サービ

ス提供者は、次の通りとします。 
・サービス名称:Ｕ－ＰＯＷＥＲ GREEN10/50/100 
・小売電気事業者の名称:株式会社 U-POWER 
・小売電気事業者の登録番号:Ａ０２１３ 
・小売電気事業者の所在地:東京都品川区上大崎三丁目１番１号 

 
（2） お客様は、当社所定の方法によるインターネットまたはお申込書により本サービスを申し込むも

のとします。 
 

（3） 当社は、お客さまによる本サービスの申し込みを承諾し、利用に必要な手続きを経たのち「契
約内容通知書」に記載の供給開始日に電気供給を開始いたします。なお、当該通知書に
記載の供給開始日は、一般送配電事業者が定める検針日または計量日を基準に当社が
定める年月日とします。なお、当社が供給する電圧は、「低圧 100V/200V」です、周波数
は、各送配電地域において定められる標準周波数 50 ヘルツ、もしくは 60 ヘルツとします。 
 

（4） 契約電流、契約容量、契約電力は、当社との電気需給契約締結前にお客さまが小売電気
事業者と決定した契約電力に準じるものとし、お客さまの申出によって定めます。ただし、当該
小売電気事業者が契約電力を定めていない場合、または新規に電気をご使用開始される
場合には、お客さまと当社との協議によって定めます。 
 

（5） 電気需給契約の契約期間は、料金適用開始の日以降３年目の日までといたします。ただ
し、契約期間満了に先だってお客さままたは当社から別段の意思表示がない場合は、電気
需給契約は、３年ごとに同一条件で更新されるものとします。 
 

（6） お客さまは、電気需給契約を、料金適用開始の日以降３年に満たないで廃止または解約
する場合、及び電気需給契約の更新後に、更新日が属する月またはその翌月以外に電気
需給契約を廃止または解約する場合は、解約違約金として金 9,800 円（非課税）を支
払うものとし、以後も同様とします。 

 
2. 料金について 
（1） 電気料金は一般送配電事業者にて計量した使用電力量に基づき、本約款別表 5．プラン

別料金表に基づき算出します。なお、割引がある場合は、電気料金から割引します。 
 

（2） 料金の算定期間は、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める検針期間または計量
期間とします。 
 

（3） 料金の算定期間に電気需給契約の開始や電気需給契約が消滅した場合には、日割計算
をします。 
 

（4） 使用電力量の計量は一般送配電事業者の設置する記録型計量器によっておこないます。
なお、記録型計量器の故障等により使用電力量を正しく計量できなかった場合にはお客さま
と当社との協議によって定めます。 

（5） （１）～（４）に関わらず、異なる条件が別途個別の申込書等に記載されている場合に
は、個別の申込書等が優先するものとします。 

 
3. 請求について 
（1） お客さまの支払義務が発生する日は検針日または計量日となります。 

 
（2） 本サービスの料金は、口座振替、請求書またはクレジットカードで支払うものとします。 

 
（3） 本サービスの料金の支払期日は、以下の通りとします。 

①口座振替の場合は、別途当社がお客さまに通知する日 
②請求書の場合は、支払義務発生日の翌日から起算して 30 日目 
③クレジットカードの場合は、別途クレジットカード会社がお客さまに通知する日 
 

（4） 本サービスの料金のご請求は、電子メールの送信またはインターネットを通じて提供するお客さ
ま専用ページにて確認することができるものとします。 
 

（5） 本サービスの料金の支払期日を過ぎて、料金の支払いがない場合には、支払期日の翌日か
ら支払いの日の前日までの期間の日数に応じて延滞利息（10%/年）が発生します。 
 

（6） お客さまが電気を不正に使用し、料金の支払いを免れた場合、支払いを免れた金額の 3 倍
を違約金として、当社に支払うものとします。 
 

（7） 本サービスの提供にあたっては、電気の使用の開始（本サービスの申し込みに伴う計量器取
替工事を除きます。）、お客さまの都合による設備変更等により、工事費用が発生する場合
があります。その場合、お客様は、当社もしくは一般送配電事業者より請求される費用を支
払うものとします。 

（8） 調達調整費が追加請求基準値を超過した場合、その支払負担軽減を目的に、当社は、当
該追加請求金額について最大 36 か月間の分割請求を行うことができるものとします。 
 

4. 工事について 
（1） 当社は、お客さまの需給場所の電気メーターが計量器の場合は記録型計量器に取り替える

ものとし、当該取替の工事の際は、お客さまの土地または建物へ立ち入り及び工事を実施い
たします。なお、当該取替工事は一般送配電事業者が行うものとします。 
 

（2） 取替工事の際には、お客さまの工事立ち会いは必要ないものとします。また、原則として、停
電をせずに交換を行いまます。ただし、電気メーターの設置状況等によりやむを得ず停電工事
となる場合は、事前にその旨をお知らせいたします。 
 

（3） 一般送配電事業者または一般送配電事業者が委託した事業者は、法令で定められている
調査や検針時等に、お客さまの土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場

合、お客さまは、正当な理由がない限り、立ち入ること及び業務を実施することを承諾するも
のとします。 
 

（4） 一般送配電事業者の電気工作物（電気の引込線や記録型計量器等）またはお客さまの
電気工作物に異常、もしくは故障がある場合は、速やかにお客さまより一般送配電事業者に
連絡するものとします。 
 

5. 電気の供給停止について 
（1） お客さまが次のいずれかに該当する場合、当社は、電気の供給の停止を一般送配電事業者

に依頼し、電気の供給を停止することがあります。 
  ①お客さまの責に帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合 
  ②お客さまの需要場所内の記録型計量器等もしくは電気工作物を故意に損傷し、また

は紛失して、当社および一般送配電事業者に重大な損害を与えた場合 
（2） お客さまが次のいずれかに該当し、当社もしくは一般送配電事業者がその旨を警告しても改

めない場合には、一般送配電事業者は電気の供給を停止することがあります。 
①お客さまの責に帰すべき事由により保安上の危険がある場合 
②電気工作物の改変等によって不正に電気を使用した場合 
 

6. 当社からの解約について 
（1） お客さまが次のいずれかに該当する場合、電気需給契約を解約させていただく場合がありま

す。 
 
➀本約款第 27 条によって電気の供給を停止されたお客さまが当社の定めた期日までに
その理由となった事実を解消しない場合 

②お客さまが、本約款第 37 条第１項による通知を行わず、需要場所から移転し、電気
を使用していないことが明らかな場合 

③支払期日を経過してもお客さまが料金を支払わない場合 
④支払期日を経過してもお客さまが他の電気需給契約（既に消滅しているものを含みま
す。）の料金を支払わない場合 

⑤本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務（解約違約金、損害金
工事費負担金その他本約款から生ずる金銭債務をいいます。）を支払わない場合 

⑥お客さまが以下のいずれかに該当した場合 
イ 仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てを受けた場合 
ロ 破産、民事再生、特別清算、会社更生等の手続き開始の申立てがあった場合 
ハ 支払停止の状態に陥った場合 
ニ 手形不渡り処分または手形取引停止処分を受けた場合 
ホ その他信用状態が悪化し、もしくはそのおそれがあると認められる理由があるとき 
ヘ お客さまが当社に対し通知した内容が事実とは異なることが判明したとき 
ト 本約款および託送供給等約款、関連法令・条例・規則等に反した場合 

⑦お客さまがその他本約款に違反した場合 
（2） 電気需給契約の契約期間中に発生した料金の債権債務は、電気需給契約が消滅した場

合でも消滅しません。 
 
7. お客さまからのご契約の変更または廃止について 
（1） お客さまが電気需給契約を変更する場合は、当社所定の方法により申し込みをするものとし

ます。 
 

（2） お客さまの引越し（転出）等に伴い、電気供給契約を廃止する場合、あらかじめその廃止
を希望する日（以下「廃止希望日」といいます。）を定めて、当社所定の方法で申し出るも
のとします。 
 

（3） 当社は、一般送配電事業者の託送供給等約款等の定めに基づき、電気需給契約の変更
に応じない場合があります。 
  

8. その他注意事項 
（1） お客さまは、故意または過失によって、電気のご使用場所内の一般送配電事業者の電気工

作物や電気機器などの設備を損傷、または紛失した場合は、その設備について修理費等を
賠償するものとします。 
 

（2） 当社の責めによらない理由によりお客さまが受けた損害については、当社は賠償の責めを負い
ません。 
 

（3） お客さまが契約電流、契約容量、契約電力を新たに設定または増加された後、1 年を満た
ないで電気需給契約を消滅もしくは、契約電流、契約容量、契約電力を減少しようとされる
場合に、当社が託送供給等約款に基づき一般送配電事業者から料金及び工事費の精算
を求められる場合は、お客様はその精算金を支払うものとします。 
 

（4） 当社は、電気需給契約が、電気の使用状態に比べて不適当と認められると判断した場合、
お客様は当該契約を適正なものに変更するものとします。この場合、変更の諸費用はお客さ
まのご負担となります。なお、契約電流 10 アンペアを契約電力１キロワット、契約容量１キロ
ボルトアンペアを契約電力１キロワットとして、確認いたします。 

 
（5） 当社は、本約款、各種説明書、各種案内（電気事業法上交付が義務付けられている書

面を含みます。）等（これらの変更も含みます。）は、書面の交付（郵送）に代え、メール
等の電子的媒体により、お客さまにお知らせするものとします。また、本約款、各種説明書、
各種案内等の変更を行う場合、変更とならない事項についてはお知らせを省略する場合があ
ります。 
 

（6） 当社は、料金、サービスの内容を変更する場合は、あらかじめお客さまへお知らせします。 
 

（7） 本約款別表5．プラン別料金表に定める料金は、2022年5月1日現在の税率（10％）
に基づく金額です。税率の引き上げに応じて料金は変更されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U-POWER 重要事項説明 

お問い合わせ先 
http://u-power.jp/ ＷＥＢ 

0120–844-816 ＴＥＬ 

受付時間 10:00-18:00 
(土日祝・年末年始除く) 



 

 
①基本料金または最低料金 

＋ 
 

②電力量料金 
 

電力量料金単価  ×  ご使用量  
 
 

＋ 
 
 

③非化石証書費 ※1 
 

非化石証書費単価  ×  ご使用量 
 
 
 

＋ 
 

④再生可能エネルギー発電促進賦課金 ※2 

 
＋ 
 

⑤電源調達調整費 
 

調達調整費 ※3    ＋   燃料費調整額(燃料費調整単価  ×  ご使用量) ※4 
 

＋ 

 
 

電気料金に関する割引キャンペーンの概要 
 
 
 
 
 
 

※１ GREEN10/GREEN50/GREEN100 別に別途定める非化石証書費を請求いたします。 
  
※２ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、再生可能エネルギーの普及を目的に、法律に

基づき、電気をご利用になる全てのお客さまから電力使用量に応じ別途毎年決定されてい
る単価を乗じた額を請求いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金は、消費
税等相当額を含んだ料金として計算します。 

 
※３ 各契約種別における料金につき、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取

引における、毎月 1 日からその月の末日までの期間における各地域のエリアプライス平均値
に応じて、当社が別途定める調達調整費の還元または追加請求を行うものといたします。 

 
※４ 電気の供給に必要な燃料費の価格変動に合わせ、毎月設定した単価で、電力量に単

価を乗じた「燃料費調整額」を請求いたします。燃料調整費の計算に用いる単価は送配
電地域ごとに下記プランを参照致します。 

 
金額については、以下 WEB よりご確認ください。 

北海道電力送配電地域:https://www.hepco.co.jp/home/price/system/system.html 
東北電力送配電地域:https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/adjust/adjust_value.html 
東京電力送配電地域:https://www.tepco.co.jp/ep/private/fuelcost2/new/index-j.html 
中部電力送配電地域:https://miraiz.chuden.co.jp/home/electric/contract/fuelcost/unitprice/index.html  
北陸電力送配電地域:https://www.rikuden.co.jp/nencho/ 
関西電力送配電エリア:https://kepco.jp/ryokin/seido/ 
中国電力送配電地域:https://www.energia.co.jp/elec/seido/nencho/ 
四国電力送配電地域:https://www.yonden.co.jp/customer/price/fuel_adjustments.html 
九州電力送配電エリア:http://www.kyuden.co.jp/user_menu_index.html 

 

送配電 
地域 

小売電気事業者 プラン名 

北海道 
 

北海道電力株式会社 エネとくＬプラン 
 

東北 東北電力株式会社 よりそう B 季節別電灯 
 

東京 東京電力エナジーパー
トナー株式会社 

スタンダートＳプラン 
 

中部 
 

中部電力ミライズ株式
会社 

ビジとくプラン 
 

北陸 北陸電力株式会社 従量電灯ネクスト 
 

関西 関西電力株式会社 なっトクでんき 
 

中国 中国電力株式会社 ぐっとずっと。プラン スマートコース 
 

四国 四国電力株式会社 ビジネススタンダートプラン 
 

九州 九州電力株式会社 スマートビジネスプラン 
 

本サービスの料金の計算方法 

 


